
新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止における保健室の対応について 

                            佐倉市立井野中学校 保健室 

 

１ 健康観察カードの体温確認について 

  登校前の体温が 37.0℃以上の生徒がいた場合は、教室で再検温します。 

  教室で再検温しても 37.0℃以上の場合は、カード持参の上保健室へ行き再検温します。 

  ☆お子様の平熱が 37.0℃以上の場合は、事前に学級担任へご連絡をお願いします。 

   

２ 登校前に検温するのを忘れた生徒への対応 

  体温測定未実施の生徒は、教室で体温を測定し健康観察カードに記入します。 

※37.0℃以上あった場合は再検温し、２度目も 37.0℃以上あった場合はカード持参の上保健室へ 

行き再検温します。 

  

３ 健康観察カードを忘れた生徒への対応 

  ○自宅で検温をしてきたが、カードを忘れた生徒 

→担任から紙を受け取り、体温・氏名を記入して提出します。 

  ○自宅での検温も、カードも忘れた生徒 

→担任から紙を受け取り、教室で検温後、紙に体温・氏名を記入して提出します。 

※37.0℃以上あった場合は再検温し、２度目も 37.0℃以上あった場合は保健室へ行き、再検温 

します。 

☆紙に書いた体温は後に転記していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 登校後に体調不良となった生徒への対応 

  当面の間、体調不良の生徒を対応する場所と、けがの生徒を対応する場所を分けます。 

体調不良の対応・・・保健室     けがの対応・・・職員室 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 体調不良の対応について（保健室） 

○座っていられる生徒は保健室内の椅子に座ってもらい、養護教諭が検温・問診を行います。 

座っていることが難しい場合は、ベッドに横にさせます。 

○軽微な症状でも、体調が悪い場合は早退とします。 

※当面の間、保健室での休養は不可です。 

○早退後は、生徒がいた場所やその周辺をすべて消毒します。（次亜塩素酸ナトリウム） 

【その他の配慮事項】 

  ☆保健室のドアは常時開けておきます。 

  ☆ベッドは、生徒対応後すぐに消毒し、シーツや枕カバーを交換します。 

  ☆発熱や感染が疑われる生徒の対応をした職員(主に養護教諭)は、手洗いや手指消毒を行うと 

ともに、衣服の着替え・マスクの交換・履き物の消毒を行います。 

 

【教室の体温計について】 

※使用後は、各クラスに配付しているアルコール消毒液をティッシュにふきかけ、体温計を消毒します。 

 

【保健室で再検温する際の対応について】 

 再検温後、養護教諭が問診・健康状態の確認を行い、教室に戻すか早退にするかを検討します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 早退する生徒がいた場合の対応 

早退する生徒の荷物を準備するため職員（主に養護教諭）が教室に行った際、「保健室連絡カード」

を授業担当の職員に渡します。その際、授業担当の職員は、必ず内容を確認します。 

  →「保健室連絡カード」は、受けとった職員が専用のファイルに綴じます。 

   ※早退した生徒の体温が、他の生徒に見えないよう配慮します。 

    

６ その他 

○体調不良者は基本的に養護教諭が対応します。 

 けがはその時の状況により、職員室の職員が対応する場合があります。 

（養護教諭が体調不良の生徒の対応をしている場合や出張で不在の日 等。） 

            

○保健室での心の面の対応について 

   ・別室で対応します。（カウンセリング室やその他の教室） 

   ・体調不良やけがの対応がない場合は、養護教諭が話を聞き、生徒の気持ちを確認した上で 

できるだけ学年職員に繋げます。（ただし、生徒が望まない場合は避けます。） 

・心が落ち着くまで教室に戻ることができない場合は、学年職員が付き添い別室で過ごす等の 

対応をとります。 

 

７ 生徒が新型コロナウイルス感染症にかかっていることが確認された場合の対応 【千葉県】 

  （１）新型コロナウイルス感染症にかかっている生徒等が在籍する学級は閉鎖します。 

  （２）生徒等が新型コロナウイルス感染症にかかっていることが確認された当日も含め２週間、 

校内で健康観察を行い、その期間中に新型コロナウイルス感染症にかかっている生徒等が 

新たに出た場合は、以下の対応を行います。 

     ①同一学年の他のクラスで出た場合は、原則として当該学年の閉鎖を検討します。 

     ②他学年で出た場合は、原則として休校を検討します。 

  （３）ご家族が新型コロナウイルス感染症にかかっていることが確認されましたら、学校までご連

絡ください。 

 けがの対応について（職員室） 

○けがをした生徒が職員室に来室した際は、職員室にいる職員が保健室に内線で連絡をします。 

→内線の連絡を受けた際、対応できる場合は養護教諭が職員室へ向かい、けがの対応をします。 

 養護教諭が体調不良の生徒の対応中である場合は、職員室にいる職員がけがの対応を行います。 

○処置後は、生徒が座った椅子やその周囲の消毒を行います。（次亜塩素酸ナトリウム） 

☆捻挫や打撲等で職員室（２階）まで歩くことができない場合は、保健委員の生徒に職員室へ伝え 

に行っていただきます。 

 ☆けがの応急処置の方法については、全職員に周知しておきます。 


